
 

湖北広域行政事務センター訓令第２号 

 

湖北広域行政事務センター職員証に関する規程の一部を改正する訓令（昭和60年３月15日

告示第３号）の一部を改正する。 

 

令和７年４月１日 

湖北広域行政事務センター 管理者 松居 雅人 

 

湖北広域行政事務センター職員証に関する規程の一部を改正する訓令 

 

湖北広域行政事務センター職員証に関する規程（昭和60年湖北広域行政事務センター告示第

３号）の一部を次のように改正する。 

別記様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程施行の際、現に交付されている職員証は、改正後の湖北広域行政事務センター

職員証に関する規程により新たに職員証が交付されるまでの間、なお効力を有する。 


